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○

保育委託事業 事務事業評価シート

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

年々増加する低年齢児の保育需要への対応を含め、家庭において保育できない児童を保護者に代
わって保育することにより、児童の心身の健全な発達を図るとともに、子育て世帯を支援するこ
とにつながった。

目標値より低い

児童福祉法第２４条により保育実施の義務があることから、公共
の関与は妥当である。

 受益と負担の適正化余地 申し込みをした保護者全員が対象となり、保護者の負担能力に
よって負担をしているので適正である。受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括

成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

成果指標
の達成度

目標値より高い 概ね目標値どおり

③

②
目標

①

実績

目標

実績

1,350

目標

実績

実績

27年度(実績)

③
計画

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 28年度(実績)

②
市内私立保育園入所児童数（5/1
現在）

人
計画 1,350

① 市内私立保育園数 園
計画 19

実績 1,429 1,436

委託

公
平
性

受入施設は充足しているが、保育士確保の課題がある。

向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

対象外
適正である共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

事業費は、国で示した保育単価に入所児童数を乗じた額を支払う
ため削減余地はない。

人件費は、必要最小限の人件費となっているため削減余地はな
い。

意図
入所児童に関する委託料を支払い、保育を必要とする児童を保護者の代わりに預かっても
らう 妥当である

見直し余地がある

○児童保育運営委託
・私立保育園運営委託　市内は18園
・認定こども園、小規模保育事業所への給付　市内は2園
・市外公立保育園への給付

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

妥当でない

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性

【 事後評価 】平成 28 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 03 02 02

政策 3-1 子育て環境の充実
施策 1 子育て支援の充実

29年度(計画)

28年度(実績) 29年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

134500 保育委託事業

人づくり

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

目的 働きながら子育てする家庭を支援するため、市内・市外の認可保育園に保育を委託する

対象 市内外の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育所

19

後援・協賛 補助・助成

27年度(実績)

市民参画の有無

市民協働の形態

実績 19 19



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は絶対に行わないでください。 （単位：千円）

《子ども・子育て支援新制度》
単位：千円 　保育委託関連の内容

○保育所運営費単価⇒公定価格へ

○ ～

《事業費の
　流れ》

【公定価格（教育・保育にかかる費用）と利用者負担のしくみ】

　

保育委託事業

(1ヵ月あたり) (1ヵ月あたり)

8時間 60時間～119時間 下限48～64時間
※他に、保育の必要性の市基準として、就職活動及び産休中についても認定する。

単年度繰返 期間限定 〔平成

事業開始の背景・経緯

子育て支援を充実し子育てしやすい環境を目指します。

事業概要

○児童保育運営委託
・私立保育園運営委託　市内は18園
・認定こども園、小規模保育事業所への給付　市内は2園
・市外公立保育園への給付

事業説明資料

目

02

事業ｺｰﾄﾞ

134500

昭和61年、入所措置事務が機関委任事務から団体委任事務へと改められ、市町村の事務となった。平成9年、
児童福祉法改正により保育所入所が措置から公法上の契約（選択利用方式）に改められた。平成27年、子ど
も子育て支援法の本格施行により、認定こども園、幼稚園も合わせ施設型給付に統一。

一般財源 501,115 516,374

事業名

年度 平成

△ 14,526

一般 03 02 保育委託事業

※特定財源の内訳

・国庫　子どものための教育・保育給付　662,981千円
・県　子どものための教育・保育給付　　334,138千円(負担金 331,490千円、補助 2,648千円）
・その他（保育料・他市町村受託負担）　307,045千円

その他 321,571 307,045

・年度当初から待機児童が発生していることから、保育士の確保に努めるとともに私立保育園に
対し受け入れについて調整を図っていく。

意見・要望等の状況（市政懇談会や支所執務、議会答弁対応その他意見・提言等）

部重点施策における目標

年度〕事業期間

保育標準時間 11時間 120時間以上 120時間程度以上 保育短時間下限は、国基準就
労時間範囲内で市町村が決定保育短時間

備考
(1日あたり)

15,259

地方債

　私立保育園へ支払う根拠となる保育所運営費単価が公定価格へ変更になり、処遇改善等
加算等により保育士の賃金改善分が教育・保育費用に加算。また、所長設置加算、主任保
育士専任加算のほか各種加算認定は市が行い、施設等へ支払う。

財
源
内
訳

国・県 970,043 997,119 27,076

事業費
1,792,729 1,820,538 27,809

○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育
等への給付（「地域型保育給付」）の創設
　児童福祉法第24条において、保育所における保育は市町村が実施することから、私立保
育所の保育費用については、施設型給付ではなく、委託料として支払う。

27年度
決算額(A)

28年度
決算額(B)

29年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

こども課

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

平成 28 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
藤田　康悦 930-347担当係長 内線担当部署 部名 教育部 課名

○保育の必要性の認定（公立・私立・小規模保育等共通）
　支援新制度では、実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づ
き、保育の必要性を認定した上で、給付を支給する仕組み。
　保育の必要性の認定に当たっては、①「事由」（保護者の就労、疾病など）、②「区
分」（保育標準時間、保育短時間の2区分。保育必要量）について、国が基準を設定。

保育必要量 市基準就労時間 国基準就労時間

施設型給付

（地方単独費用分）

市負担＋県負担（市：県＝１：１）

施設型給付費
（全国統一費用分）国：県：市＝２：１：１

利用者負担額

教育認定（1号）

施設型給付費

国：県：市＝２：１：１

利用者負担額

保育認定（２・３号）

公

定

価

格

「施設型給付」

全国統一費用

分＋地方単独

費用部分

「利用者負担額」 国基準を限

度として、市町村が定める額

「公定価格」と「国庫

負担対象額の差

額 ： 地域の実情等

を参酌し 市が定め

る額

「国庫負担対象

額」 国が設定した

基準により算定し

た額 ：公定価格に

対し国が告示する

割合により設定

H２８：７２．５%

「公定価格」（通常要する費用）

国において告示する

教

育

市

保育認定を受けた児童の委託・委託料支払

国1/2

・

県1/4

負担金 保護者

保育

保育料納入

教育

保育料納入

教育認定を受けた児度の給付費支払

保
育



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は行わないでください。

（単位：千円）
《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること 【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

《事業費内訳》
１　児童保育委託料　1,696,063千円（28予算　1,705,449千円）

２　子どものための教育・保育給付費　124,475千円（28予算　124,484千円）

■事業費

認定こども園
認定こども園
小規模保育事業所
事業所内保育所

保育委託事業

1,234,524 617,262 308,631

国庫負担 県負担

50,548

　幼稚園（新制度移行）、認定こども園、地域型保育施設に対して子ども・子育て支
援法に基づく給付費を支出

合計 1,696,063
市外私立

D=C*1/2 E=C*1/4C(A-B)

合計 1,312人 124,475
市外公立 6人 3,903

7,003 32,071

2,701 25,273
３号 39人 4,782 845 3,937 1,124 3,658

法人等　　計 1,306人 144,462 23,890 120,572 37,963 9,995 5,401 91,103

３号 226人 39,074 4,975

2,701
2･3号 781人 80,966 15,573 65,393 25,592 55,374
１号 260人 19,640 2,497 17,143 4,244 9,995 5,401

34,099

国基準徴収 1号認定 2・3号認定 1号 地方分 1・2・3号認定

D 全国分E 地方分F G=A-D H=(E+G)*1/2 I=F*1/2 J=(E+G)*1/4
対象見込施設 人数見込

年間給付費

A
保育料

B

実質年間

給付費

C

国庫・県負担基準額 国庫負担 県補助 県負担

市内私立 1,689,777

公定価格

一般 03

A

6,286

国基準徴収
B

461,539

基準額

　市内私立保育園18園、市外私立保育園に対して子ども・子育て支援法に基づく給付
費を支出

会計 款

平成 事後評価28

02

事業ｺｰﾄﾞ

年度事業説明資料 】

134500

事業説明資料

事業名

保育委託事業

【

項

02

目

16,342

8,931

32,684

17,864


